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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】確実に媒体束にコシを付けることができる媒体
搬送機構及び媒体引渡装置を提供する。
【解決手段】紙幣出金機の出金口２９の内側に、コシ付
け機構４０を設け、このコシ付け機構４０が、紙幣束Ｗ
の厚みに応じて上部可動軸４１が下部固定軸４２Ａ、４
２Ｂに対して上下方向に可動しながら、左右の上部ベル
ト２１Ａ、２１Ｂと左右の下部ベルト２５Ａ、２５Ｂと
により中央部を挟持された紙幣束Ｗの左右両端部を、左
右の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂの軸方向の外側に設
けられた左右のコシ付け部４５Ａ、４５Ｂによって上方
に持ち上げてコシを付けるようにした。これにより、コ
シ付け機構４０は、紙幣束Ｗの厚みに依らず、紙幣束Ｗ
に、先端が垂れ下がらないよう十分なコシを付けること
ができ、かくして、従来と比して、より確実に紙幣束Ｗ
にコシを付けることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部固定軸と、
　前記下部固定軸に支持された下部プーリと、
　前記下部プーリに巻き回された下部ベルトと、
　前記下部固定軸の上方に設けられ、前記下部固定軸に対して上下方向に可動可能な上部
可動軸と、
　前記上部可動軸に支持された上部プーリと、
　前記上部プーリに巻き回された上部ベルトと
　を有し、
　前記下部プーリは、前記下部ベルトが巻き回されるベルト巻き付け部と、前記ベルト巻
き付け部から前記下部固定軸の軸方向に離れた位置に形成された、前記ベルト巻き付け部
の径よりも大きい径でなるコシ付け部とを有し、
　前記コシ付け部によって、前記下部ベルトと前記上部ベルトとにより挟持されて搬送さ
れる媒体束の端部を変形させる
　ことを特徴とする媒体搬送機構。
【請求項２】
　前記上部可動軸は、
　前記下部固定軸に近づく方向に付勢されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の媒体搬送機構。
【請求項３】
　前記上部可動軸は、
　上下方向に可動可能な上部可動ガイドに支持されている
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の媒体搬送機構。
【請求項４】
　前記媒体束を利用者に引き渡す為の引き渡し口の内側に設けられた媒体搬送機構であり
、
　前記コシ付け部によって端部を変形させた前記媒体束の一部分を、前記引き渡し口の外
側に露出させる
　ことを特徴とする請求項１乃至３に記載の媒体搬送機構。
【請求項５】
　前記媒体束が最小枚数の媒体の束である場合に、前記媒体束の変形した端部の上端が、
前記引き渡し口の上辺に接触せず、且つ前記媒体束が最大枚数の媒体の束である場合に、
前記媒体束の変形した端部の上端が、前記引き渡し口の上辺に接触しないように構成され
る
　ことを特徴とする請求項４に記載の媒体搬送機構。
【請求項６】
　前記下部固定軸には、第１の下部プーリと第２の下部プーリとが軸方向に離れた位置に
支持され、
　前記第１の下部プーリには、第１の下部ベルトが巻き回され、
　前記第２の下部プーリには、第２の下部ベルトが巻き回され、
　前記上部固定軸には、第１の上部プーリと第２の上部プーリとが軸方向に離れた位置に
支持され、
　前記第１の上部プーリには、第１の上部ベルトが巻き回され、
　前記第２の上部プーリには、第２の上部ベルトが巻き回され、
　前記第１の下部プーリと前記第２の下部プーリは、それぞれ前記ベルト巻き付け部と、
前記ベルト巻き付け部から前記軸方向の外側に離れた位置に形成された、前記ベルト巻き
付け部の径よりも大きい径でなるコシ付け部とを有し、
　前記第１の下部プーリのコシ付け部と、前記第２の下部プーリのコシ付け部によって、
前記第１及び第２の下部ベルトと前記第１及び第２の上部ベルトとにより挟持されて搬送
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される媒体束の両端部を変形させる
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の媒体搬送機構。
【請求項７】
　前記下部固定軸には、前記第１の下部プーリと前記第２の下部プーリとの間に、第３の
下部プーリが支持され、
　前記第３の下部プーリには、第３の下部ベルトが巻き回され、
　前記上部固定軸には、前記第１の上部プーリと前記第２の上部プーリとの間に、第３の
上部プーリが支持され、
　前記第３の上部プーリには、第３の上部ベルトが巻き回され、
　前記第３の下部プーリは、前記ベルト巻き付け部と、前記ベルト巻き付け部から前記軸
方向の一端側に離れた位置に形成された、前記ベルト巻き付け部の径よりも大きい径でな
る第１のコシ付け部と、前記ベルト巻き付け部から前記軸方向の他端側に離れた位置に形
成された、前記ベルト巻き付け部の径よりも大きい径でなる第２のコシ付け部とを有し、
　前記第１の下部プーリのコシ付け部と、前記第２の下部プーリのコシ付け部と、前記第
３の下部プーリの前記第１及び第２のコシ付け部によって、前記第１乃至第３の下部ベル
トと前記第１乃至第３の上部ベルトとにより挟持されて搬送される媒体束の両端部と、両
端部の間の２箇所との計４箇所を変形させる
　ことを特徴とする請求項６に記載の媒体搬送機構。
【請求項８】
　前記下部プーリは、前記下部ベルトが巻き回されるベルト巻き付け部と、前記ベルト巻
き付け部から前記軸方向の一端側に離れた位置と、前記軸方向の他端側に離れた位置とに
、前記コシ付け部が形成されている
　ことを特徴とする請求項１乃至５に記載の媒体搬送機構。
【請求項９】
　媒体束を集積する集積部と、
　前記集積部に集積された媒体束を、媒体束を利用者に引き渡す為の引き渡し口まで搬送
する媒体搬送部と、
　前記引き渡し口の内側に設けられ、前記媒体束にコシを付けて前記引き渡し口から排出
するコシ付け機構と
　を有し、
　前記コシ付け機構は、
　下部固定軸と、前記下部固定軸に支持された下部プーリと、前記下部プーリに巻き回さ
れた下部ベルトと、前記下部固定軸の上方に設けられ、前記下部固定軸に対して上下方向
に可動可能な上部可動軸と、前記上部可動軸に支持された上部プーリと、
　前記上部プーリに巻き回された上部ベルトとを有し、
　前記下部プーリは、前記下部ベルトが巻き回されるベルト巻き付け部と、前記ベルト巻
き付け部から前記下部固定軸の軸方向に離れた位置に形成された、前記ベルト巻き付け部
の径よりも大きい径でなるコシ付け部とを有し、
　前記コシ付け部によって、前記下部ベルトと前記上部ベルトとにより挟持されて搬送さ
れる媒体束の端部を変形させる
　ことを特徴とする媒体引渡装置
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は媒体搬送機構及び媒体引渡装置に関するものであり、例えば媒体としての紙幣
を出金する紙幣出金機に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、利用者からの要求に応じて紙幣を出金する紙幣出金機が金融機関等で使用されて
いる。紙幣出金機には、出金する複数枚の紙幣を１つの束（これを紙幣束と呼ぶ）にして
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受け渡し口となる排出口から排出するものがある。また、このような紙幣出金機として、
釣り札として排出する紙幣束の先端が垂れ下がらないよう紙幣束にコシを付けるコシ付け
機構を有するものが提案されている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　図９に、従来のコシ付け機構１００を示す。尚、図９（Ａ）は、コシ付け機構１００を
排出口１０１の正面側から見た図であり、図９（Ｂ）は、コシ付け機構１００を側面から
見た図である。このコシ付け機構１００は、排出口１０１の内側に設けられ、６個の上部
排出ローラ１０２（１０２Ａ～１０２Ｆ）と、６個の下部排出ローラ１０３（１０３Ａ～
１０３Ｆ）と、１本の上部回転軸１０４と、１本の下部回転軸１０５とを有している。
【０００４】
　上部排出ローラ１０２Ａ～１０２Ｆは、それぞれ上部回転軸１０４に支持され、下部排
出ローラ１０３Ａ～１０３Ｆは、それぞれ下部回転軸１０５に支持されている。尚、上下
で対となる上部排出ローラ１０２Ａと下部排出ローラ１０３Ａをローラ対Ａと呼ぶ。同様
に、上部排出ローラ１０２Ｂ～１０２Ｆと下部排出ローラ１０３Ｂ～１０３Ｆを、それぞ
れローラ対Ｂ～Ｆと呼ぶ。
【０００５】
　６個のローラ対Ａ～Ｆのうち、ローラ対Ａ～Ｃは、排出口１０１の正面側から見て排出
口１０１の中央より左側に配置され、ローラ対Ｄ～Ｆは、排出口１０１の中央より右側に
配置されている。つまり、６個のローラ対Ａ～Ｆは、左右に３個ずつ配置されている。
【０００６】
　また、左側の３個のローラ対Ａ～Ｃのうちの中央のローラ対Ｂと、右側の３個のローラ
対Ｄ～Ｆのうちの中央のローラ対Ｅは、上部回転軸１０４及び下部回転軸１０５と連動し
て図９（Ｂ）に矢印で示す方向に回転する。一方、他のローラ対Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｆは、上部
回転軸１０４及び下部回転軸１０５とは連動せず、自由に回転可能な機構となっている。
【０００７】
　また、上部排出ローラ１０２Ａ～１０２Ｆは、中央から外側に向かって径が順に大きく
なるように配置されている。一方、下部排出ローラ１０３Ａ～１０３Ｆは、中央から外側
に向かって径が順に小さくなるように配置されている。
【０００８】
　従来のコシ付け機構１００は、このような構成でなり、上部排出ローラ１０２Ａ～１０
２Ｆと、下部排出ローラ１０３Ａ～１０３Ｆとの間に紙幣束Ｗを通すことで、紙幣束Ｗに
コシを付けることができる。この結果、紙幣束Ｗは、Ｕ字状に湾曲した状態で排出口１０
１から排出される。
【０００９】
　また、排出口１０１には、図１０に示す排出口カバー１０６が設けられている。排出口
カバー１０６は、排出される紙幣束Ｗの左右両端部を覆うとともに利用者が指を差し入れ
る為の凹状の切り欠き１０７を有する形状となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１０－２６７１７８号公報（第６図、第７図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところで、従来のコシ付け機構１００は、釣り札を束ねた紙幣束Ｗにコシを付ける為の
機構であり、紙幣束Ｗの枚数が釣り札の枚数として想定される１枚～数枚程度の範囲であ
れば、紙幣束Ｗの先端が垂れ下がらないよう十分なコシを付けることができるが、紙幣束
Ｗの枚数の幅が例えば１枚～数十枚程度のように大きくなると、紙幣束Ｗに十分なコシを
付けることができなくなってしまうという問題を有していた。
【００１２】
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　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、従来と比して、より確実に媒体束にコシ
を付けることのできる媒体搬送機構及び媒体引渡装置を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　かかる課題を解決するため本発明においては、下部固定軸と、前記下部固定軸に支持さ
れた下部プーリと、前記下部プーリに巻き回された下部ベルトと、前記下部固定軸の上方
に設けられ、前記下部固定軸に対して上下方向に可動可能な上部可動軸と、前記上部可動
軸に支持された上部プーリと、前記上部プーリに巻き回された上部ベルトとを有し、前記
下部プーリが、前記下部ベルトが巻き回されるベルト巻き付け部と、前記ベルト巻き付け
部から前記下部固定軸の軸方向に離れた位置に形成された、前記ベルト巻き付け部の径よ
りも大きい径でなるコシ付け部とを有し、前記コシ付け部によって、前記下部ベルトと前
記上部ベルトとにより挟持されて搬送される媒体束の端部を変形させるようにした。
【００１４】
　本発明は、媒体束の厚みに応じて上部可動軸が下部固定軸に対して上下方向に可動しな
がら、下部ベルトと上部ベルトとにより挟持されて搬送される媒体束の端部をコシ付け部
によって変形させるようにしたことにより、媒体束の厚みに依らず、媒体束に、その先端
が垂れ下がらないよう十分なコシを付けることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、従来と比して、より確実に媒体束にコシを付けることのできる媒体搬
送機構及び媒体引渡装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】紙幣出金機の構成を示す側面図である。
【図２】第１の実施の形態によるコシ付け機構の構成を示す正面図である。
【図３】第１の実施の形態によるコシ付け機構の構成を示す側面図である。
【図４】第１の実施の形態によるコシ付け機構の左半分を拡大した図である。
【図５】最小１枚の紙幣束にコシを付ける場合と、最大６０枚の紙幣束にコシを付ける場
合のコシ付け機構の動作の違いを示す図である。
【図６】第１の実施の形態によるコシ付け機構の各部の寸法を示す図である。
【図７】第２の実施の形態によるコシ付け機構の構成を示す正面図である。
【図８】他の実施の形態によるコシ付け機構の構成を示す正面図である。
【図９】従来のコシ付け機構の構成を示す正面図及び側面図である。
【図１０】従来の排出口カバーの構成を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、発明を実施するための形態（以下実施の形態とする）について、図面を用いて説
明する。
【００１８】
［１．第１の実施の形態］
［１－１．紙幣出金機の構成］
　図１に模式的な側面図を示すように、第１の実施の形態による紙幣出金機１は、例えば
金融機関等に設置され、利用者（すなわち金融機関の顧客）の操作に応じて紙幣を出金す
るようになっている。この紙幣出金機１は、大きく分けて下側の収納ユニット２及び上側
の束搬送ユニット３により構成されており、さらに全体を制御する制御部４が組み込まれ
ている。
【００１９】
　制御部４は、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit）を中心に構成されており
、図示しないＲＯＭ（Read Only Memory）やフラッシュメモリ等から所定のプログラムを
読み出して実行することにより、出金処理等の処理を行う。また制御部４は、内部にＲＡ
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Ｍ（Random Access Memory）、ハードディスクドライブやフラッシュメモリ等でなる記憶
部を有しており、この記憶部に種々の情報を記憶させる。
【００２０】
　以下では、紙幣出金機１のうち顧客が対峙する側を前側（すなわち正面側）とし、その
反対を後側とし、正面側に対峙した顧客から見て左及び右をそれぞれ左側及び右側とし、
さらに上側及び下側を定義して説明する。
【００２１】
　収納ユニット２は、直方体状の収納筐体１０内に、紙幣に関する種々の処理を行う複数
の部分が組み込まれている。この収納筐体１０内には、４個の紙幣収納庫１１（１１Ａ、
１１Ｂ、１１Ｃ及び１１Ｄ）、搬送部１３、鑑別部１４、切替部１５、集積部１６及びリ
ジェクト収納庫１７が設けられている。
【００２２】
　紙幣収納庫１１（１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃ及び１１Ｄ）は、収納筐体１０の前面側にお
ける上下方向の中央から下側にかけて、互いに積み重なるように取り付けられている。各
紙幣収納庫１１は、上下方向に短く前後方向に長い扁平な直方体状に形成されており、そ
の内部に、紙幣面を前後方向に向けて前後方向に沿って集積した状態で紙幣を収納する。
また紙幣収納庫１１の後側下部、すなわち束搬送ユニット３から遠い箇所には、収納され
ている紙幣を１枚ずつに分離して繰り出す繰出部１２が設けられている。
【００２３】
　各紙幣収納庫１１は、収納筐体１０に対し前方向へ引き抜かれることにより、当該収納
筐体１０から取り外すことができ、また当該収納筐体１０に対し位置を合わせて後方向へ
押し込まれることにより、当該収納筐体１０に装着することができる。すなわち各紙幣収
納庫１１は、収納筐体１０の前面から着脱可能に構成されている。また各紙幣収納庫１１
は、それぞれに収納される紙幣の金種が予め定められている。
【００２４】
　搬送部１３は、図示しないローラやベルト、或いはこれらを駆動するモータ等により、
紙幣を搬送する経路である搬送路を構成している。この搬送路は、図中に実線で示すよう
に、各紙幣収納庫１１の繰出部１２と接続され、各紙幣収納庫１１の後側を上下方向に沿
って進行し、さらに最も上方に位置する紙幣収納庫１１Ａの上側における前後方向の中央
付近まで到達するように配設されている。搬送部１３は、各紙幣収納庫１１の繰出部１２
から繰り出された紙幣を概ね上方向へ進行させる。
【００２５】
　鑑別部１４は、搬送部１３における紙幣収納庫１１Ａの後側部分に、搬送部１３の搬送
路に沿って、すなわち束搬送ユニット３へ近づく方向に沿って設けられている。すなわち
鑑別部１４は、束搬送ユニット３からの距離が紙幣収納庫１１Ａとほぼ同等となる箇所に
設置されている。
【００２６】
　この鑑別部１４は、内部に厚みセンサやイメージセンサといった複数種類のセンサが組
み込まれており、各センサから得られた情報を基に、搬送される紙幣の金種や走行状態等
を鑑別し、その鑑別結果を制御部４へ供給する。制御部４は、得られた鑑別結果を基に、
各紙幣の搬送先を決定する。具体的に制御部４は、出金すべき正常な紙幣の搬送先を集積
部１６に、出金すべきで無い紙幣（以下これをリジェクト紙幣と呼ぶ）の搬送先をリジェ
クト収納庫１７に、それぞれ決定する。
【００２７】
　切替部１５は、紙幣収納庫１１Ａの上側における前後方向のほぼ中央に配置されており
、制御部４の制御に基づき、紙幣に当接して進行方向を変化させるブレード（図中三角形
で示す）の傾斜角度を変更することにより、紙幣の進行方向を切り替える。また切替部１
５は、搬送部１３により、下側の鑑別部１４、後側の集積部１６及び前側のリジェクト収
納庫１７とそれぞれ接続されている。この切替部１５は、下方から搬送されてきた紙幣そ
れぞれの進行方向を、制御部４において決定された搬送先に応じて切り替え、後側の集積
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部１６又は前側のリジェクト収納庫１７へ進行させる。
【００２８】
　集積部１６は、収納筐体１０内における最も上側の後側に位置しており、内部に紙幣を
集積するための集積空間を形成している。この集積部１６は、集積空間内に、上面に紙幣
を集積するためのステージ１６Ｔを有している。ステージ１６Ｔは、上下方向に薄い板状
に形成されており、前後方向の長さ及び左右方向の長さが、紙幣における短辺及び長辺の
長さよりもそれぞれ長くなっている。
【００２９】
　また集積部１６における前側上寄りには、切替部１５から搬送されてきた紙幣を集積空
間内へ放出する放出部１６Ｒが設けられている。このため集積部１６は、切替部１５から
搬送され放出部１６Ｒにより集積空間内へ放出された紙幣を、ステージ１６Ｔ上に集積さ
せることができる。このときステージ１６Ｔ上に集積された紙幣は、束状に積み重ねられ
ている。
【００３０】
　さらにステージ１６Ｔは、図示しないステージ移動機構により、上下方向へ移動するこ
とができる。また集積部１６の上面には、上下方向に貫通する集積孔１６Ｈが穿設されて
いる。集積孔１６Ｈの大きさは、ステージ１６Ｔの大きさよりも僅かに大きくなっている
。この集積孔１６Ｈは、収納筐体１０の上面も貫通しており、集積空間と収納筐体１０よ
りも上側の束搬送ユニット３の内部とを連通させている。このため集積部１６は、ステー
ジ１６Ｔに紙幣を集積した状態で当該ステージ１６Ｔを上方へ移動させることにより、当
該ステージ１６Ｔ及び集積した紙幣の束（すなわち紙幣束）を収納筐体１０の上面よりも
上側の束搬送ユニット３の内部まで持ち上げることができる。
【００３１】
　リジェクト収納庫１７は、収納筐体１０内における最も上側の前側に位置しており、内
部に紙幣を収納する収納空間を形成している。この収納空間は、仕切板１７Ｐにより前上
側と後下側とに仕切られている。またリジェクト収納庫１７における後側上寄りには、切
替部１５から搬送されてきた紙幣を収納空間内へ放出する放出部１７Ｒが設けられている
。このためリジェクト収納庫１７は、切替部１５から搬送され放出部１７Ｒにより収納空
間内へ放出された紙幣（すなわちリジェクト紙幣）を収納することができる。
【００３２】
　またリジェクト収納庫１７の上面には、上下方向に貫通する取込孔１７Ｈが穿設されて
いる。取込孔１７Ｈの大きさは、集積部１６の集積孔１６Ｈの大きさと同程度となってい
る。さらに取込孔１７Ｈは、収納筐体１０の上面も貫通しており、収納空間と収納筐体１
０よりも上側の束搬送ユニット３の内部とを連通させている。このためリジェクト収納庫
１７は、上方の束搬送ユニット３の内部から紙幣が落下してきた場合、この紙幣を収納空
間内に収納することができる。
【００３３】
　さらにリジェクト収納庫１７は、紙幣収納庫１１と同様、収納筐体１０に対し前方向へ
引き抜かれることにより、当該収納筐体１０から取り外すことができ、また当該収納筐体
１０に対し位置を合わせて後方向へ押し込まれることにより、当該収納筐体１０に装着す
ることができる。
【００３４】
　一方、束搬送ユニット３は、全体として、上下方向に短く前後方向に長い、扁平な直方
体状に形成されており、その前後方向の長さが収納ユニット２よりも長くなっている。束
搬送ユニット３は、直方体状の束搬送筐体２０内に、紙幣束を搬送するための種々の機構
が設けられている。
【００３５】
　束搬送筐体２０の内部における上側部分には、上部ベルト２１が設けられている。上部
ベルト２１は、束搬送筐体２０内部の後端近傍の上側に配置された上部駆動ローラ２２及
び前端近傍の上側に配置された上部排出プーリ２３の周囲に巻き回されており、上部駆動
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ローラ２２が回転されることにより、前後方向に走行する。尚、説明の都合上、以下では
、上部ベルト２１における下面部分の走行方向を、当該上部ベルト２１の走行方向と見な
す。また、図中省略しているが、上部ベルト２１は、図中奥側にもう１本設けられている
。つまり、上部ベルト２１は、左側に１本と右側に１本の計２本設けられていて、それぞ
れ同一方向に走行するようになっている。同様に、上部排出プーリ２３も、図中奥側にも
う１個設けられている。つまり、上部排出プーリ２３も、左側に１個と右側に１個の計２
個設けられていて、それぞれ、左側の上部ベルト２１と、右側の上部ベルト２１が巻き回
されている。
【００３６】
　束搬送筐体２０における下面のうち、前後方向の中央付近から後側に渡る広い範囲には
大孔部２０Ｈが穿設されている。この大孔部２０Ｈにおける後側部分は集積部１６の集積
孔１６Ｈと連通し、前側部分はリジェクト収納庫１７の取込孔１７Ｈと連通している。つ
まり、大孔部２０Ｈと集積孔１６Ｈとを介して、束搬送ユニット３の内部と集積部１６の
集積空間とが繋がり、大孔部２０Ｈと取込孔１７Ｈとを介して、束搬送ユニット３の内部
とリジェクト収納庫１７の収納空間とが繋がるようになっている。
【００３７】
　束搬送筐体２０の内部における下側部分のうち、大孔部２０Ｈの範囲内には、挟持搬送
ガイド２４が設けられている。挟持搬送ガイド２４は、上下方向に薄い扁平な直方体状な
いし板状に形成されており、その上面を上部ベルト２１の下面と対向ないし当接させてい
る。この挟持搬送ガイド２４における前後方向の長さは、大孔部２０Ｈの前後方向の長さ
よりも、集積部１６の集積孔１６Ｈの前後方向の長さ又はリジェクト収納庫１７の取込孔
１７Ｈの前後方向の長さだけ短くなっている。
【００３８】
　また、挟持搬送ガイド２４は、図示しない移動機構により、大孔部２０Ｈの範囲内で前
後方向へ移動することができる。例えば挟持搬送ガイド２４は、前側に移動した場合、大
孔部２０Ｈのうち、集積部１６の集積孔１６Ｈと対向する後側の範囲を開放するとともに
、リジェクト収納庫１７の取込孔１７Ｈと対向する前側の範囲を含む残りの範囲を閉塞す
る。また挟持搬送ガイド２４は、後側に移動した場合、大孔部２０Ｈのうち、リジェクト
収納庫１７の取込孔１７Ｈと対向する前側の範囲を開放するとともに、集積部１６の集積
孔１６Ｈと対向する後側の範囲を含む残りの範囲を閉塞する。
【００３９】
　さらに、束搬送筐体２０の内部における下側部分のうち、大孔部２０Ｈよりも前側には
、下部ベルト２５が設けられている。下部ベルト２５は、束搬送筐体２０内部の大孔部２
０Ｈ近傍の下側に配置された下部駆動ローラ２６及び前端近傍の下側に配置された下部排
出プーリ２７の周囲に巻き回されており、下部駆動ローラ２６が回転されることにより、
前後方向に走行する。尚、説明の都合上、以下では、下部ベルト２５における上面部分の
走行方向を、当該下部ベルト２５の走行方向と見なす。また、図中省略しているが、下部
ベルト２５も、図中奥側にもう１本設けられている。つまり、下部ベルト２５も、左側に
１本と右側に１本の計２本設けられていて、それぞれ同一方向に走行するようになってい
る。同様に、下部排出プーリ２７も、図中奥側にもう１個設けられている。つまり、下部
排出プーリ２７も、左側に１個と右側に１個の計２個設けられていて、それぞれ、左側の
下部ベルト２５と、右側の下部ベルト２５が巻き回されている。
【００４０】
　また、挟持搬送ガイド２４が前方へ移動された状態において、集積部１６のステージ１
６Ｔを上方へ移動させ、集積孔１６Ｈ及び大孔部２０Ｈを介して、束搬送ユニット３の内
部にまで到達させたとき、束搬送ユニット３の内部には、上部ベルト２１と、ステージ１
６Ｔ、挟持搬送ガイド２４及び下部ベルト２５とにより束搬送路３Ｙが形成される。
【００４１】
　さらに、束搬送ユニット３の内部には、押出部２８が設けられている。押出部２８は、
その一部を上部ベルト２１の下面よりも下方に突出させており、図示しない移動機構によ
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り、前後方向に沿って、すなわち束搬送路３Ｙに沿って移動することで、束搬送路３Ｙ内
にある紙幣束を前後方向へ押して進行させることができるようになっている。尚、束搬送
ユニット３は、紙幣束の長辺方向を左右方向、短辺方向を前後方向とする向きで、紙幣束
を前後方向に搬送するようになっている。
【００４２】
　また、押出部２８は、図示しない変位機構により、上下方向へ変位できるようになって
いる。すなわち押出部２８は、上部ベルト２１の下面よりも下方へその一部を降ろすこと
の他、後述するように、上部ベルト２１の下面よりも上方へ変位することもできる。
【００４３】
　また、束搬送筐体２０の前端には、束搬送路３Ｙ内を前方へ搬送されてきた紙幣束を利
用者に引き渡す引き渡し口としての出金口２９が形成されている。この出金口２９の近傍
には、紙幣束を検知する為のセンサ３０が設けられている。センサ３０は、検知結果を制
御部４に通知する。制御部４は、この検知結果を基に、出金口２９に紙幣束があるか否か
を判断することができる。
【００４４】
　さらに、束搬送筐体２０の出金口２９の内側には、紙幣束にコシを付けて排出する為の
コシ付け機構４０が配置されている。尚、上述した上部排出プーリ２３と下部排出プーリ
２７は、このコシ付け機構４０の一部でもある。コシ付け機構４０の具体的な構成につい
ては後述する。
【００４５】
　紙幣出金機１は、このような構成でなり、図示しない操作部により利用者から出金の指
示及び出金額を受け付けると、制御部４の制御に基づき、制御プログラム等を読み出して
実行することにより出金処理を開始する。
【００４６】
　すなわち、制御部４は、まずステージ１６Ｔを下方へ移動させると共に、挟持搬送ガイ
ド２４を後方へ移動させることにより集積部１６の集積孔１６Ｈを閉塞する。また制御部
４は、押出部２８を最も後側に移動させる。
【００４７】
　この状態で制御部４は、紙幣収納庫１１から出金額に応じた金種及び枚数の紙幣を繰出
部１２により順次繰り出させ、搬送部１３により上方へ搬送し、鑑別部１４により鑑別さ
せる。このとき制御部４は、鑑別部１４から得られる鑑別結果を基に、紙幣が出金可能で
あるか否かに応じて、その搬送先を集積部１６又はリジェクト収納庫１７に決定する。
【００４８】
　続いて制御部４は、鑑別部１４により鑑別された紙幣を、搬送部１３により前方及び上
方へ搬送して切替部１５に到達させる。切替部１５は、制御部４の制御に基づき、紙幣そ
れぞれについて決定された搬送先に応じて進行方向を切り替え、集積部１６又はリジェク
ト収納庫１７へ進行させる。
【００４９】
　集積部１６は、搬送されてきた紙幣を放出部１６Ｒにより集積空間内へ放出し、ステー
ジ１６Ｔ上に集積させる。このとき集積部１６は、集積孔１６Ｈが挟持搬送ガイド２４に
より閉塞されている為、放出部１６Ｒから放出された紙幣が上方へ舞い上がることを防止
して、ステージ１６Ｔ上に安定的に集積させることができる。また、リジェクト収納庫１
７は、搬送されてきた紙幣を放出部１７Ｒにより収納空間内へ放出して収納させる。
【００５０】
　制御部４は、搬送先を集積部１６とした紙幣、すなわち集積部１６に集積した紙幣の金
種及び枚数を逐次集計しており、集計した金額が出金額に到達した段階で、紙幣収納庫１
１からの紙幣の繰出を中止する。この結果、集積部１６のステージ１６Ｔ上には、出金額
の紙幣が束状に集積された紙幣束が載置される。
【００５１】
　次に、制御部４は、挟持搬送ガイド２４を前方へ移動させることにより集積部１６の集
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積孔１６Ｈを開放してから、集積部１６のステージ１６Ｔを上方へ移動させることにより
、紙幣束を持ち上げさせる。このとき制御部４は、ステージ１６Ｔの上面を挟持搬送ガイ
ド２４の上面と同等の高さに揃えて、当該ステージ１６Ｔにより束搬送路３Ｙの一部を構
成させると共に、当該ステージ１６Ｔ上の紙幣束Ｗを当該束搬送路３Ｙ内に位置させる。
【００５２】
　さらに制御部４は、上部ベルト２１及び下部ベルト２５を前方へ走行させると共に押出
部２８を前方へ移動させることにより、紙幣束を束搬送路３Ｙに沿って前方へ進行させて
いく。その後、制御部４は、センサ３０からの通知を基に紙幣束が出金口２９に到達した
ことを検知すると、上部ベルト２１及び下部ベルト２５の走行を停止する。因みに制御部
４は、このときステージ１６Ｔを下方へ移動させて、出金動作を終了する。
【００５３】
　これにより紙幣出金機１は、出金口２９から紙幣束の先端側の一部分を露出させ、且つ
上部ベルト２１及び下部ベルト２５により当該紙幣束の後端側を挟持した状態として、利
用者にこの紙幣束を取り出させることができる。
【００５４】
　またこのとき、紙幣出金機１は、出金口２９の内側に配置されたコシ付け機構４０によ
り、紙幣束にコシを付けた状態で、出金口２９から紙幣束の先端側の一部分を露出させる
ようになっている。尚、紙幣出金機１は、例えば、１度に１枚～６０枚の紙幣を出金でき
るようになっている。ゆえに、紙幣出金機１の出金口２９から出金される紙幣束は、最小
１枚～最大６０枚の紙幣で構成されるものとする。
【００５５】
　さらにこのとき、制御部４は、センサ３０からの通知を基に、出金口２９から紙幣束が
取り出されたか否かを監視しており、所定の待機時間（例えば３０秒間）が経過しても取
り出されなかった場合、この紙幣束を取り込む取込動作を開始する。
【００５６】
　具体的に制御部４は、まず挟持搬送ガイド２４を後方へ移動させることにより、取込孔
１７Ｈを開放させる。続いて制御部４は、押出部２８を上方へ変位させて退避させた上で
上部ベルト２１及び下部ベルト２５を後方へ走行させることにより、紙幣束を束搬送路３
Ｙ内に取り込み、束搬送路３Ｙに沿って後方へ進行させていく。このとき制御部４は、図
示しないセンサにより紙幣束が押出部２８よりも後方に到達したことを検知すると、当該
押出部２８を下方へ変位させると共に後方へ移動させることにより、紙幣束の後方への搬
送を補助する。
【００５７】
　その後、制御部４は、紙幣束が取込孔１７Ｈに到達すると、この紙幣束を束搬送路３Ｙ
から落下させ、リジェクト収納庫１７の収納空間内に収納させて取込動作を終了する。か
くして、紙幣出金機１は、利用者が出金口２９から取り忘れた紙幣束を取り込んでリジェ
クト収納庫１７に収納することができる。
【００５８】
［１－２．コシ付け機構の構成］
　ここで、上部ベルト２１と下部ベルト２５との間に挟持されて搬送されてくる紙幣束に
コシを付けて排出するコシ付け機構４０の構成について図２乃至図４を用いて詳しく説明
する。尚、図２は、コシ付け機構４０を紙幣出金機１の正面側から見た図であり、図３は
、コシ付け機構４０を紙幣出金機１の側面側から見た図であり、図４は、図２に示すコシ
付け機構４０の左半分を拡大した図である。
【００５９】
　図２及び図３に示すように、コシ付け機構４０は、出金口２９の内側に設けられ、左右
２個の上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂと、左右２個の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂと、
１本の上部可動軸４１と、左右２本の下部固定軸４２Ａ、４２Ｂと、上部可動ガイド４３
と、左右２本の上部ベルト２１Ａ、２１Ｂと、左右２本の下部ベルト２５Ａ、２５Ｂとで
構成される。
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【００６０】
　出金口２９は、紙幣出金機１が１度に出金できる最大枚数（例えば６０枚）の紙幣束を
容易に排出できるよう、最大枚数の紙幣束の搬送方向の側面（長辺側の側面）の面積より
も大きな左右方向に長い長方形状となっている。
【００６１】
　左側の下部固定軸４２Ａは、左右方向に延びる軸であり、出金口２９における左側部分
の奥に配置されている。またこの下部固定軸４２Ａは、出金口２９より下方に位置する。
一方、右側の下部固定軸４２Ｂは、下部固定軸４２Ａと同形状同サイズでなり、出金口２
９における右側部分の奥に配置されている。またこの下部固定軸４２Ｂは、出金口２９よ
り下方で、且つ下部固定軸４２Ａの延長線上に位置する。すなわち、２本の下部固定軸４
２Ａ、４２Ｂは、左右方向に平行な同一直線上に所定の間隔を隔てて設けられている。こ
れら２本の下部固定軸４２Ａ、４２Ｂは、束搬送筐体２０のフレーム（図示せず）に固定
されている。尚、下部固定軸４２Ａ、４２Ｂは左右方向に延びる軸である為、下部固定軸
４２Ａ、４２Ｂの軸方向と紙幣出金機１の左右方向は同義である。また、紙幣出金機１の
正面側から見て左側を軸方向一端側、右側を軸方向他端側と同義とする。
【００６２】
　２個の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂは、それぞれ左右の下部固定軸４２Ａ、４２Ｂの
中央に回転自在に支持されていて、出金口２９の左右方向の中心から等距離に位置する。
また、図４に示すように、左側の下部排出プーリ２７Ａは、左側の下部ベルト２５Ａが巻
き回される略円筒状のベルト巻き付け部４４Ａと、ベルト巻き付け部４４Ａの左側（軸方
向一端側）に離れた位置に設けられ、ベルト巻き付け部４４Ａよりも外径が大きい円筒状
のコシ付け部４５Ａと、ベルト巻き付け部４４Ａとコシ付け部４５Ａとの間に位置し、ベ
ルト巻き付け部４４Ａよりも外径が小さい円筒状の中間部４６Ａとで構成されている。
【００６３】
　ベルト巻き付け部４４Ａは、その外周面に、下部ベルト２５Ａの幅よりわずかに大きな
幅を有する凹状のベルト用溝４７Ａが形成されていて、下部ベルト２５Ａがこのベルト用
溝４７Ａに嵌まるようにして巻き回されている。これにより、ベルト巻き付け部４４Ａは
、下部ベルト２５Ａの左右方向（軸方向）への位置ズレを防止している。尚、上述したベ
ルト巻き付け部４４Ａの外径とは、ベルト用溝４７Ａが形成されていない左右両端部の外
径を指すものである。
【００６４】
　また、ベルト用溝４７Ａは、その深さが、下部ベルト２５Ａの厚さよりも小さくなって
いる。この為、ベルト巻き付け部４４Ａに巻き回された下部ベルト２５Ａは、その外周面
が、ベルト巻き付け部４４Ａのベルト用溝４７Ａが形成されていない左右両端部の外周面
よりも径方向の外側に突出するようになっている。
【００６５】
　コシ付け部４５Ａは、左右方向（軸方向）の長さが、ベルト巻き付け部４４Ａの左右方
向の長さよりも短く、且つその外周面が、ベルト巻き付け部４４Ａに巻き回された下部ベ
ルト２５Ａの外周面よりも径方向の外側に突出するように、その外径が選定されている。
中間部４６Ａは、左右方向（軸方向）の長さが、ベルト巻き付け部４４Ａの左右方向の長
さよりも短くなっている。
【００６６】
　一方、図２に示すように、右側の下部排出プーリ２７Ｂは、左側の下部排出プーリ２７
Ａを左右反転した形状でなり、左側の下部排出プーリ２７Ａと同様、右側の下部ベルト２
５Ｂが巻き回される略円筒状のベルト巻き付け部４４Ｂと、ベルト巻き付け部４４Ｂの右
側（軸方向他端側）に離れた位置に設けられ、ベルト巻き付け部４４Ｂよりも外径が大き
い略円筒状のコシ付け部４５Ｂと、ベルト巻き付け部４４Ｂとコシ付け部４５Ｂとの間に
位置し、ベルト巻き付け部４４Ｂよりも外径が小さい円筒状の中間部４６Ｂとで構成され
ている。さらに、ベルト巻き付け部４４Ｂには、その外周面に、下部ベルト２５Ｂの幅よ
りわずかに大きな幅を有する凹状のベルト用溝４７Ｂが形成されていて、下部ベルト２５
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Ｂがこのベルト用溝４７Ｂに嵌まるようにして巻き回されている。
【００６７】
　尚、左側の下部排出プーリ２７Ａの左側（すなわち軸方向の外側）の端面から右側の下
部排出プーリ２７Ｂの右側（すなわち軸方向の外側）の端面までの距離は、紙幣の長辺よ
りも短くなるように選定されている。
【００６８】
　上部可動軸４１は、左右方向に延びる軸であり、下部固定軸４２Ａ及び４２Ｂより上方
に配置されている。つまり、上部可動軸４１は、下部固定軸４２Ａ及び４２Ｂと平行な軸
である。よって、紙幣出金機１の左右方向、下部固定軸４２Ａ、４２Ｂの軸方向、及び上
部可動軸４１の軸方向は同義である。
【００６９】
　この上部可動軸４１は、上部可動ガイド４３に支持されていて、上部可動ガイド４３が
上下方向に可動することにともなって、下部固定軸４２Ａ及び４２Ｂから遠ざかる方向（
上方向）及び下部固定軸４２Ａ及び４２Ｂに近づく方向（下方向）に可動できるようにな
っている。
【００７０】
　２個の上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂは、それぞれ上部可動軸４１に回転自在に支持さ
れている。上部排出プーリ２３Ａは、左側の下部排出プーリ２７Ａの上方に配置され、上
部排出プーリ２３Ｂは、右側の下部排出プーリ２７Ｂの上方に配置されている。
【００７１】
　図４に示すように、左側の上部排出プーリ２３Ａは、略円筒状でなり、その外周面に、
左側の上部ベルト２１Ａの幅よりわずかに大きな幅を有する凹状のベルト用溝４８Ａが形
成されていて、上部ベルト２１Ａがこのベルト用溝４８Ａに嵌まるようにして巻き回され
ている。これにより、上部排出プーリ２３Ａは、上部ベルト２１Ａの左右方向（軸方向）
への位置ズレを防止している。
【００７２】
　また、ベルト用溝４８Ａは、その深さが、上部ベルト２１Ａの厚さよりも小さくなって
いる。この為、上部排出プーリ２３Ａに巻き回された上部ベルト２１Ａは、その外周面が
、上部排出プーリ２３Ａのベルト用溝４８Ａが形成されていない左右両端部の外周面より
も径方向の外側に突出するようになっている。
【００７３】
　さらに、左側の上部排出プーリ２３Ａは、ベルト用溝４８Ａの左右方向（軸方向）の位
置が、下方に位置する左側の下部排出プーリ２７Ａのベルト用溝４７Ａの左右方向（軸方
向）の位置と一致するように、上部可動軸４１上に配置されている。これにより、左側の
下部排出プーリ２７Ａに巻き回されている左側の下部ベルト２５Ａの上方に、左側の上部
排出プーリ２３Ａに巻き回されている左側の上部ベルト２１Ａが位置することになる。
【００７４】
　さらに、左側の上部排出プーリ２３Ａは、ベルト用溝４８Ａから左側（軸方向一端側）
の端面までの長さが、左側の下部排出プーリ２７Ａのベルト用溝４７Ａからコシ付け部４
５Ａまでの長さよりも短くなっている。すなわち、左側の下部排出プーリ２７Ａのコシ付
け部４５Ａは、左側の上部排出プーリ２３Ａよりも左側（すなわち軸方向の外側）に位置
するようになっている。
【００７５】
　一方、図２に示すように、右側の上部排出プーリ２３Ｂは、左側の上部排出プーリ２３
Ａと同形状同サイズでなり、左側の上部排出プーリ２３Ａと同様、その外周面にベルト用
溝４８Ｂが形成されていて、右側の上部ベルト２１Ｂがこのベルト用溝４８Ｂに嵌まるよ
うにして巻き回されている。
【００７６】
　右側の上部排出プーリ２３Ｂは、ベルト用溝４８Ｂの左右方向（軸方向）の位置が、下
方に位置する右側の下部排出プーリ２７Ｂのベルト用溝４７Ｂの左右方向の位置と一致す
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るように、上部可動軸４１上に配置されている。これにより、右側の下部排出プーリ２７
Ｂに巻き回されている右側の下部ベルト２５Ｂの上方に、右側の上部排出プーリ２３Ｂに
巻き回されている右側の上部ベルト２１Ｂが位置することになる。さらに、右側の上部排
出プーリ２３Ｂは、ベルト用溝４８Ｂから右側（軸方向他端側）の端面までの長さが、右
側の下部排出プーリ２７Ｂのベルト用溝４７Ｂからコシ付け部４５Ｂまでの長さよりも短
くなっている。すなわち、右側の下部排出プーリ２７Ｂのコシ付け部４５Ｂは、右側の上
部排出プーリ２３Ｂよりも右側（すなわち軸方向の外側）に位置するようになっている。
【００７７】
　このように、左右の上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂは、ベルト用溝４８Ａ、４８Ｂが、
左右の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂのベルト用溝４７Ａ、４７Ｂの上方に位置するよう
に配置されている。また、左右の上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂは、左右の下部排出プー
リ２７Ａ、２７Ｂのコシ付け部４５Ａ、４５Ｂよりも軸方向の内側に位置するようになっ
ている。
【００７８】
　これにより、上部可動軸４１は、左右の上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂに巻き回されて
いる左右の上部ベルト２１Ａ、２１Ｂが、左右の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂに巻き回
されている左右の下部ベルト２５Ａ、２５Ｂに接触するまで、下方向に可動できるように
なっている。
【００７９】
　図２及び図４に示すように、上部可動ガイド４３は、左右方向に長い長方形板状でなり
、下部固定軸４２Ａ、４２Ｂより束搬送路３Ｙの奥側（すなわち後方）で且つ束搬送路３
Ｙの上方の上部フレーム４９の近傍に配置された左右方向に延びるガイド支持軸５０に支
持されている。
【００８０】
　ガイド支持軸５０は、上部可動軸４１と同径もしくは上部可動軸４１よりも小さい径の
軸であり、束搬送筐体２０のフレーム（図示せず）に固定されている。
【００８１】
　上部可動ガイド４３は、その厚さが、上部可動軸４１の径よりもわずかに大きく、短辺
方向の一端部にガイド支持軸５０が挿通されていて、これにより、短辺方向の一端部を軸
として上下方向に回転可能となっている。また、上部可動ガイド４３は、短辺方向の他端
部が、下部固定軸４２Ａ、４２Ｂの上方に位置するように配置されていて、この短辺方向
の他端部に上部可動軸４１が挿通されている。これにより、上部可動ガイド４３は、上部
可動軸４１を、下部固定軸４２Ａ、４２Ｂから遠ざける方向及び近づける方向（すなわち
上下方向）に可動することができるようになっている。
【００８２】
　また、上部可動ガイド４３は、短辺方向の一端部と他端部の外周の形状が、ガイド支持
軸５０及び上部可動軸４１の外周に沿った丸みを帯びた形状となっている。
【００８３】
　さらに、この上部可動ガイド４３には、上部可動軸４１上に設けられた左右の上部排出
プーリ２３Ａ、２３Ｂのそれぞれと対応する位置に、切り欠き５１Ａ、５１Ｂが形成され
ており、この左右の切り欠き５１Ａ、５１Ｂから、左右の上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂ
が露出するようになっている。また、上部可動ガイド４３は、その厚さが、左右の上部排
出プーリ２３Ａ、２３Ｂの外径より小さくなっている。この為、上部排出プーリ２３Ａ、
２３Ｂに巻き回されている上部ベルト２１Ａ、２１Ｂの下面は、上部可動ガイド４３より
下方に位置することになる。すなわち、上部可動ガイド４３は、上部ベルト２１Ａ、２１
Ｂの走行及び上部ベルト２１Ａ、２Ｂと下部ベルト２５Ａ、２５Ｂとの接触を妨げないよ
うに配置されている。また、上部可動ガイド４３は、束搬送路３Ｙに沿って搬送されてく
る紙幣束と接触し、出金口２９の方向へ案内するガイド部材でもある。
【００８４】
　また、左右の上部ベルト２１Ａ、２１Ｂと、左右の下部ベルト２５Ａ、２５Ｂとが接触
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したとき、左右の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂのコシ付け部４５Ａ、４５Ｂと、これら
の上側に位置する上部可動ガイド４３との間には一定の隙間が空くようになっている。
【００８５】
　さらに、上部可動ガイド４３を支持するガイド支持軸５０にはトーションバネ５２が取
り付けられている。このトーションバネ５２は、コイル部５３と、コイル部の両端から延
びる２本のアーム５４Ａ、５４Ｂとでなり、コイル部５３にガイド支持軸５０が挿通され
ている。また、このトーションバネ５２は、一方のアーム５４Ａがガイド支持軸５０の上
方に位置する上部フレーム４９に当接するとともに、他方のアーム５４Ｂがガイド支持軸
５０の下方に位置する上部可動ガイド４３の内壁に当接して圧縮された状態となっている
。このトーションバネ５２によって、上部可動ガイド４３には、常に、上部可動軸４１を
下部固定軸４２Ａ、４２Ｂに近づける方向への付勢力が働いている。
【００８６】
　コシ付け機構４０は、このような構成でなり、束搬送路３Ｙに沿って搬送されてくる紙
幣束がコシ付け機構４０に到達するまでは、上部可動ガイド４３に働いている付勢力によ
って、上部ベルト２１Ａ、２１Ｂの上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂに巻き回されている部
分が、下部ベルト２５Ａ、２５Ｂの下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂに巻き回されている部
分に接触して上方から押圧した状態となっている。
【００８７】
　その後、図２に示すように、上部ベルト２１Ａ、２１Ｂと下部ベルト２５Ａ、２５Ｂと
の間に挟持されて搬送されてくる紙幣束Ｗがコシ付け機構４０に到達すると、紙幣束Ｗに
よって上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂが上部可動軸４１とともに紙幣束Ｗの厚みの分だけ
上方に持ち上げられ、上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂと下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂと
の間に紙幣束Ｗが挟み込まれた状態となる。
【００８８】
　このとき、紙幣束Ｗは、左右の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂの軸方向の外側に設けら
れた左右のコシ付け部４５Ａ、４５Ｂによって、左右両端部が中央部よりも上方に持ち上
げられて浮き上がることにより、紙幣出金機１の正面側から見て略Ｕ字状に湾曲するよう
にコシが付けられる。
【００８９】
　そして図３に示すように、コシ付け機構４０は、コシを付けた状態の紙幣束Ｗの先端側
の一部分を、出金口２９から露出させる。これにより、紙幣束Ｗは、出金口２９から露出
した部分の先端が図中点線で示すように垂れ下がることなく、利用者が取り出し易い姿勢
を維持できる。
【００９０】
　また、コシ付け機構４０は、紙幣束Ｗの厚みに応じて上部可動軸４１が下部固定軸４２
Ａ、４２Ｂに対して上下方向に可動しながら、左右の上部ベルト２１Ａ、２１Ｂと左右の
下部ベルト２５Ａ、２５Ｂとにより挟持された状態の紙幣束Ｗの左右両端部を左右のコシ
付け部４５Ａ、４５Ｂによって上方に持ち上げてコシを付けるようにしたことにより、紙
幣束Ｗの厚みに依らず、紙幣束Ｗに、先端が垂れ下がらないよう十分なコシを付けること
ができる。
【００９１】
　実際、コシ付け機構４０によれば、紙幣出金機１から出金される最小枚数である１枚の
紙幣束（すなわち１枚の紙幣）Ｗに対しても、最大枚数である６０枚の紙幣束（すなわち
６０枚の紙幣の束）Ｗに対しても十分なコシを付けることができる。
【００９２】
　また一方で、コシ付け機構４０においては、１枚の紙幣束Ｗであっても６０枚の紙幣束
Ｗであっても、スムーズに出金口２９から排出できることが望ましい。
【００９３】
　ここで、１枚の紙幣束Ｗにコシを付けて排出する場合と、６０枚の紙幣束Ｗにコシを付
けて排出する場合のコシ付け機構４０の動作の違いについて、図５を用いて説明する。
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【００９４】
　図５（Ａ）に示すように、１枚の紙幣束Ｗにコシを付けて排出する場合、紙幣束Ｗの厚
さが紙幣１枚分の最小の厚さとなる為、コシ付け機構４０の左右の上部排出プーリ２３Ａ
、２３Ｂと、左右の下部排出プーリ２７Ｂとの間隔も最小となる。一方、図５（Ｂ）に示
すように、６０枚の紙幣束Ｗにコシを付けて排出する場合、紙幣束Ｗの厚さが紙幣６０枚
分の最大の厚さとなる為、コシ付け機構４０の左右の上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂと、
左右の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂとの間隔も最大となる。
【００９５】
　さらに、１枚の紙幣束Ｗにコシを付けて排出する場合、左右の上部排出プーリ２３Ａ、
２３Ｂの軸方向の外側の端部の下端が、左右の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂのコシ付け
部４５Ａ、４５Ｂの上端より下方に位置することになり、紙幣束Ｗの中央部に対する左右
両端部の浮き上がり量が比較的大きくなる為、紙幣束Ｗの左右両端部の上端の位置が高く
なりやすい。この為、紙幣束Ｗの左右両端部が出金口２９の上辺に引っ掛かる可能性が出
てくる。
【００９６】
　一方で、６０枚の紙幣束Ｗにコシを付けて排出する場合、左右の上部排出プーリ２３Ａ
、２３Ｂの軸方向の外側の端部の下端が、左右の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂのコシ付
け部４５Ａ、４５Ｂの上端より上方に位置することになり、紙幣束Ｗの中央部に対する左
右両端部の浮き上がり量が小さくなるが、紙幣束Ｗの厚さが最大となる為、紙幣束Ｗの左
右両端部の上端の位置が高くなりやすい。この為、紙幣束Ｗの左右両端部が出金口２９の
上辺に引っ掛かる可能性が出てくる。
【００９７】
　したがって、コシを付けた紙幣束Ｗをスムーズに排出する為には、１枚の紙幣束Ｗを排
出するときも、６０枚の紙幣束Ｗを排出するときも、紙幣束Ｗの左右両端部が出金口２９
の上辺に接触しないことが条件となる。
【００９８】
　そこで、第１の実施の形態のコシ付け機構４０は、この条件を満足するように、各部の
配置、形状、寸法が規定されている。
【００９９】
　各部の大まかな配置及び形状は、上述した通りである為、ここでは、主に各部の寸法に
ついて図６を用いて説明する。尚、図６は、上部可動ガイド４３を省略した図である。コ
シ付け機構４０は、出金口２９の左右方向の中心を境として左側部分と右側部分が左右対
称である為、ここでは、左側部分の寸法のみを説明することとする。
【０１００】
　まず、基準となる出金口２９の寸法は、左右方向（すなわち横方向）の長さＬ１が２０
±１［ｃｍ］、上下方向（すなわち縦方向）の長さＬ２が１３±０．５［ｃｍ］に規定さ
れている。尚、出金口２９の左右方向の長さＬ１は、紙幣の長辺の長さ以上であり、左右
方向の長さＬ２は、最大６０枚の紙幣束の厚さ以上となっている。
【０１０１】
　これに対して、コシ付け機構４０の寸法は、左側の上部ベルト２１Ａの左端と出金口２
９の左端との左右方向の間隔Ｌ３が６５±１［ｃｍ］、左側の上部ベルト２１Ａの左端と
左側の上部排出プーリ２３Ａの左端との左右方向の間隔Ｌ４が１．５±０．３［ｃｍ］、
左側の下部ベルト２５Ａの左端と左側の下部排出プーリ２７Ａのコシ付け部４５Ａの右端
との左右方向の間隔Ｌ５が５．５±０．３［ｃｍ］に規定されている。
【０１０２】
　さらに、左側の上部ベルト２１Ａの下端と、左側の上部排出プーリ２３Ａの左右両端部
の下端との上下方向の間隔Ｌ６が０．２１±０．３［ｃｍ］、出金口２９の下辺と左側の
下部ベルト２５Ａの上端との上下方向の間隔Ｌ７が０．５±０．５［ｃｍ］、左側の下部
ベルト２５Ａの上端と左側の下部排出プーリ２７Ａのコシ付け部４５Ａの上端との間隔Ｌ
８が１．１７±０．３［ｃｍ］に規定されている。尚、図中省略しているが、左側の下部
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ベルト２５Ａの上端と、左側の下部排出プーリ２７Ａのベルト巻き付け部４４Ａの左右両
端部の上端との上下方向の間隔も間隔Ｄ６と同様０．２１±０．３［ｃｍ］に規定されて
いる。
【０１０３】
　コシ付け機構４０は、このような寸法と、上述した配置及び形状を有していることによ
り、最小１枚の紙幣束Ｗを排出するときも、最大６０枚の紙幣束Ｗを排出するときも、紙
幣束Ｗの左右両端部が出金口２９の上辺に接触しないようにして、１枚～６０枚の紙幣束
Ｗをスムーズに排出できるようになっている。
【０１０４】
　くわえて、コシ付け機構４０は、上部可動ガイド４３に働いている付勢力、すなわち上
部可動軸４１を下部固定軸４２Ａ、４２Ｂに近づけようとする力が、１枚～６０枚の紙幣
束Ｗに十分なコシを付けることができ、且つ利用者が紙幣束Ｗを容易に抜き取ることがで
きる強さに設定されている。
【０１０５】
［１－３．まとめと効果］
　ここまで説明したように、第１の実施の形態では、紙幣出金機１の出金口２９の内側に
、左右２本の下部固定軸４２Ａ、４２Ｂと、これら下部固定軸４２Ａ、４２Ｂにそれぞれ
支持される左右の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂと、下部固定軸４２Ａ、４２Ｂの上側に
配置され上下方向に可動する上部可動軸４１と、上部可動軸４１に支持され左右の下部排
出プーリ２７Ａ、２７Ｂの上側に配置される左右２個の上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂと
、左右の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂに巻き回された左右の下部ベルト２５Ａ、２５Ｂ
と、左右の上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂに巻き回される左右の上部ベルト２１Ａ、２１
Ｂを有するコシ付け機構４０を設けた。
【０１０６】
　そして、コシ付け機構４０は、紙幣束Ｗの厚みに応じて上部可動軸４１が下部固定軸４
２Ａ、４２Ｂに対して上下方向に可動しながら、左右の上部ベルト２１Ａ、２１Ｂと左右
の下部ベルト２５Ａ、２５Ｂとにより中央部を挟持された紙幣束Ｗの左右両端部を、左右
の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂの軸方向の外側に設けられた左右のコシ付け部４５Ａ、
４５Ｂによって上方に持ち上げてコシを付けるようにした。
【０１０７】
　これにより、コシ付け機構４０は、紙幣束Ｗの厚みに依らず、紙幣束Ｗに、先端が垂れ
下がらないよう十分なコシを付けることができ、かくして、従来と比して、より確実に紙
幣束Ｗにコシを付けることができる。
【０１０８】
　また、第１の実施の形態では、最小１枚の紙幣束Ｗを排出するときも、最大６０枚の紙
幣束Ｗを排出するときも、紙幣束Ｗの左右両端部が出金口２９の上辺に接触しないという
条件を満足するように、コシ付け機構４０の各部の配置、形状、寸法を規定した。
【０１０９】
　これにより、コシ付け機構４０は、最小１枚の紙幣束Ｗを排出するときも、最大６０枚
の紙幣束Ｗを排出するときも、紙幣束Ｗの左右両端部が出金口２９の上辺に接触しないよ
うにして、１枚～６０枚の紙幣束Ｗをスムーズに排出できる。
【０１１０】
　ところで、紙幣出金機１は、利用者が取り忘れた紙幣束Ｗを取り込んでリジェクト収納
庫１７に収納する際、束搬送ユニット３の上部ベルト２１及び下部ベルト２５を後方へ走
行させることにより出金口２９から露出している紙幣束Ｗを束搬送路３Ｙ内に取り込むよ
うになっているが、このとき、先端が垂れ下がっている状態の紙幣束Ｗを上部ベルト２１
及び下部ベルト２５によって取り込もうとすると崩れてしまう可能性がある。
【０１１１】
　しかしながら、第１の実施の形態の紙幣出金機１では、コシ付け機構４０によって出金
口２９から露出している紙幣束Ｗを、先端が垂れ下がらないようにコシを付けた状態の姿
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勢で維持できるので、上部ベルト２１及び下部ベルト２５によって取り込もうとする際に
紙幣束Ｗが崩れてしまうことを防ぐことができ、紙幣束Ｗを束の状態のまま取り込むこと
ができる。
【０１１２】
［２．第２の実施の形態］
　次に、第２の実施の形態について説明する。この第２の実施の形態は、紙幣出金機１に
、第１の実施の形態のコシ付け機構４０とは異なる構成のコシ付け機構を設けたものであ
る。尚、紙幣出金機１の基本的な構成は、第１の実施の形態と同様の為、詳しい説明につ
いては第１の実施の形態を参照することとする。よって、ここでは、主に、コシ付け機構
について説明する。
【０１１３】
［２－１．コシ付け機構の構成］
　図７に、第２の実施の形態のコシ付け機構６０を示す。尚、図７は、コシ付け機構６０
を紙幣出金機１の正面側から見た図であり、第１の実施の形態のコシ付け機構４０と同一
の箇所には同一の符号を付している。
【０１１４】
　図７に示すように、コシ付け機構６０は、下部固定軸６１が１本の固定軸でなり、下部
固定軸６１に支持されている左右の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂの間に、下部固定軸６
１に支持される中央の下部排出プーリ２７Ｃが設けられている。つまり、下部固定軸６１
には、左右と中央の３箇所に下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂ、２７Ｃが設けられている。
第２の実施の形態の紙幣出金機１は、左右２本の下部ベルト２５Ａ、２５Ｂの間に、中央
の下部ベルト２５Ｃが設けられ、また左右２本の上部ベルト２１Ａ，２１Ｂの間に、中央
の下部ベルト２５Ｃが設けられている。中央の下部排出プーリ２７Ｃには、中央の下部ベ
ルト２５Ｃが巻き回されるようになっている。
【０１１５】
　中央の下部排出プーリ２７Ｃは、中央の下部ベルト２５Ｃが巻き回される略円筒状のベ
ルト巻き付け部６２と、ベルト巻き付け部６２の左右両端から軸方向に離れた位置に設け
られベルト巻き付け部６２よりも外径が大きい２個の円筒状のコシ付け部６３Ａ、６３Ｂ
と、ベルト巻き付け部６２と左右のコシ付け部６３Ａ、６３Ｂとの間に位置し、ベルト巻
き付け部６２よりも外径が小さい２個の円筒状の中間部６４Ａ、６４Ｂとで構成されてい
る。
【０１１６】
　ベルト巻き付け部６２は、その外周面に、中央の下部ベルト２５Ｃの幅よりわずかに大
きな幅を有する凹状のベルト用溝６５が形成されていて、下部ベルト２５Ｃがこのベルト
用溝６５に嵌まるようにして巻き回されている。また、ベルト用溝６５は、その深さが、
下部ベルト２５Ｃの厚さよりも小さくなっている。
【０１１７】
　中央の下部排出プーリ２７Ｃのベルト巻き付け部６２の外径、左右のコシ付け部６３Ａ
、６３Ｂの外径、左右の中間部６４Ａ、６４Ｂの外径は、例えば、それぞれ左右の下部排
出プーリ２７Ａ、２７Ｂと同一となっている。
【０１１８】
　さらに、コシ付け機構６０は、上部可動軸４１に支持されている左右の上部排出プーリ
２３Ａ、２３Ｂの間に、上部可動軸４１に支持される中央の上部排出プーリ２３Ｃが設け
られている。つまり、上部可動軸４１には、左右と中央の３箇所に上部排出プーリ２３Ａ
、２３Ｂ、２３Ｃが設けられている。
【０１１９】
　中央の上部排出プーリ２３Ｃは、左右の上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂと同形状同サイ
ズとなっており、外周面に形成されたベルト用溝４８Ｃに、中央の上部ベルト２１Ｃが嵌
まるようにして巻き回されている。また、ベルト用溝４８Ｃは、その深さが、上部ベルト
２１Ｃの厚さよりも小さくなっている。
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【０１２０】
　尚、中央の下部排出プーリ２７Ｃの左右両端に設けられた２個のコシ付け部６３Ａ及び
６３Ｂは、それぞれ左右方向（軸方向）の位置が、中央の上部排出プーリ２３Ｃと左側の
上部排出プーリ２３Ａの間、及び中央の上部排出プーリ２３Ｃと右側の上部排出プーリ２
３Ａの間に位置するようになっている。
【０１２１】
　上部可動ガイド６６は、左右の切り欠き５１Ａ、５１Ｂの間に、切り欠き５１Ｃが形成
されており、それ以外の構成は、第１の実施の形態の上部可動ガイド４３と同じである。
上部可動ガイド６６は、左右と中央の切り欠き５１Ａ、５１Ｂ、５１Ｃから、左右と中央
の上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂ、２３Ｃが露出するようになっている。
【０１２２】
　第２の実施の形態のコシ付け機構６０は、このような構成でなり、上部ベルト２１Ａ、
２１Ｂ、２１Ｃと下部ベルト２５Ａ、２５Ｂ、２５Ｃとの間に挟持されて搬送されてくる
紙幣束Ｗがコシ付け機構６０に到達すると、紙幣束Ｗによって上部排出プーリ２３Ａ、２
３Ｂ、２３Ｃが上部可動軸４１とともに紙幣束Ｗの厚みの分だけ上方に持ち上げられ、上
部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂ、２３Ｃと下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂ、２７Ｃとの間に
紙幣束Ｗが挟み込まれた状態となる。
【０１２３】
　このとき、紙幣束Ｗは、左右の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂのそれぞれの軸方向の外
側に設けられた左右のコシ付け部４５Ａ、４５Ｂと、中央の下部排出プーリ２７Ｃの左右
両端に設けられた２個のコシ付け部６３Ａ、６３Ｂによって、左右両端部と中央付近の２
箇所の計４箇所が上方に持ち上げられて浮き上がることにより、紙幣出金機１の正面側か
ら見てジグザグ状に湾曲するようにコシが付けられる。
【０１２４】
　そしてコシ付け機構６０は、コシを付けた状態の紙幣束Ｗの先端側の一部分を、出金口
２９から露出させる。これにより、紙幣束Ｗは、出金口２９から露出した部分の先端が垂
れ下がることなく、利用者が取り出し易い姿勢を維持できる。
【０１２５】
　また、第２の実施の形態のコシ付け機構６０も、紙幣束Ｗの厚みに応じて上部可動軸４
１が下部固定軸６１に対して上下方向に可動しながら、左右及び中央の上部ベルト２１Ａ
、２１Ｂ、２１Ｃと左右及び中央の下部ベルト２５Ａ、２５Ｂ、２５Ｃとにより挟持され
た状態の紙幣束Ｗの左右両端部と中央付近の２箇所の計４箇所を左右及び中央付近のコシ
付け部４５Ａ、４５Ｂ、６３Ａ、６３Ｂによって上方に持ち上げてコシを付けるようにし
たことにより、紙幣束Ｗの厚みに依らず、紙幣束Ｗに、先端が垂れ下がらないよう十分な
コシを付けることができる。
【０１２６】
　実際、コシ付け機構６０によれば、紙幣出金機１から出金される最小枚数である１枚の
紙幣束（すなわち１枚の紙幣）Ｗに対しても、最大枚数である６０枚の紙幣束（すなわち
６０枚の紙幣の束）Ｗに対しても十分なコシを付けることができる。
【０１２７】
　また、この第２の実施の形態のコシ付け機構６０においても、１枚の紙幣束Ｗであって
も６０枚の紙幣束Ｗであっても、スムーズに出金口２９から排出できることが望ましい。
【０１２８】
　コシ付け機構６０は、紙幣束Ｗの左右両端部にくわえて、中央付近の２箇所を浮き上が
らせる為、最小１枚の紙幣束Ｗにコシを付けて排出する場合、紙幣束Ｗの左右両端部の上
端の位置が高くなりやすいことにくわえて、中央付近の２箇所の上端の位置も高くなりや
すい。この為、紙幣束Ｗの左右両端部にくわえて、中央付近の２箇所が出金口２９の上辺
に引っ掛かる可能性が出てくる。
【０１２９】
　また、コシ付け機構６０は、最大６０枚の紙幣束Ｗにコシを付けて排出する場合、紙幣
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束Ｗの左右両端部の上端の位置が高くなりやすいことにくわえて、中央付近の２箇所の上
端の位置も高くなりやすい。この為、紙幣束Ｗの左右両端部にくわえて、中央付近の２箇
所が出金口２９の上辺に引っ掛かる可能性が出てくる。
【０１３０】
　したがって、コシを付けた紙幣束Ｗをスムーズに排出する為には、１枚の紙幣束Ｗを排
出するときも、６０枚の紙幣束Ｗを排出するときも、紙幣束Ｗの左右両端部と中央付近の
２箇所の計４箇所が出金口２９の上辺に接触しないことが条件となる。
【０１３１】
　そこで、第２の実施の形態のコシ付け機構６０は、この条件を満足するように、各部の
配置、形状、寸法が規定されている。
【０１３２】
　くわえて、コシ付け機構６０は、上部可動ガイド６６に働いている付勢力、すなわち上
部可動軸４１を下部固定軸６１に近づけようとする力が、１枚～６０枚の紙幣束Ｗに十分
なコシを付けることができ、且つ利用者が紙幣束Ｗを容易に抜き取ることができる強さに
設定されている。
【０１３３】
［２－２．まとめと効果］
　ここまで説明したように、第２の実施の形態では、紙幣出金機１の出金口２９の内側に
、下部固定軸６１と、下部固定軸６１に支持される左右及び中央の下部排出プーリ２７Ａ
、２７Ｂ、２７Ｃと、下部固定軸６１の上側に配置され上下方向に可動する上部可動軸４
１と、上部可動軸４１に支持され左右及び中央の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂ、２７Ｃ
の上側に配置される左右及び中央の上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂ、２３Ｃと、左右及び
中央の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂ、２７Ｃに巻き回された左右及び中央の下部ベルト
２５Ａ、２５Ｂ、２５Ｃと、左右及び中央の上部排出プーリ２３Ａ、２３Ｂ、２３Ｃに巻
き回された左右及び中央の上部ベルト２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃを有するコシ付け機構６０
を設けた。
【０１３４】
　コシ付け機構６０は、紙幣束Ｗの厚みに応じて上部可動軸４１が下部固定軸６１に対し
て上下方向に可動しながら、左右及び中央の上部ベルト２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃと左右及
び中央の下部ベルト２５Ａ、２５Ｂ、２５Ｃとにより挟持された紙幣束Ｗの左右両端部と
中央付近の２箇所の計４箇所を、左右及び中央の下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂ、２７Ｃ
に設けた左右及び中央付近のコシ付け部４５Ａ、４５Ｂ、６３Ａ、６３Ｂによって上方に
持ち上げてコシを付けるようにした。
【０１３５】
　これにより、コシ付け機構６０は、紙幣束Ｗの厚みに依らず、紙幣束Ｗに、先端が垂れ
下がらないよう十分なコシを付けることができ、かくして、従来と比して、より確実に紙
幣束Ｗにコシを付けることができる。
【０１３６】
　また、コシ付け機構６０は、コシを付ける箇所を、第１の実施の形態のコシ付け機構４
０よりも２箇所多くしたことにより、例えば、紙幣束Ｗの先端の垂れ下がりを、第１の実
施の形態のコシ付け機構と比べて、より確実に防止することができる。
【０１３７】
　また、第２の実施の形態では、最小１枚の紙幣束Ｗを排出するときも、最大６０枚の紙
幣束Ｗを排出するときも、紙幣束Ｗの左右両端部と中央付近の２箇所の計４箇所が出金口
２９の上辺に接触しないという条件を満足するように、コシ付け機構６０の各部の配置、
形状、寸法を規定した。
【０１３８】
　これにより、コシ付け機構６０は、最小１枚の紙幣束Ｗを排出するときも、最大６０枚
の紙幣束Ｗを排出するときも、紙幣束Ｗの左右両端部と中央付近の２箇所の計４箇所が出
金口２９の上辺に接触しないようにして、１枚～６０枚の紙幣束Ｗをスムーズに排出でき
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る。
【０１３９】
［３．他の実施の形態］
［３－１．他の実施の形態１］
　尚、上述した第１の実施の形態では、下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂのそれぞれの軸方
向の外側に設けた左右のコシ付け部４５Ａ、４５Ｂにより、紙幣束Ｗの左右両端部にコシ
を付けるようにした。これに限らず、図８に示すコシ付け機構７０のように、左側の下部
固定軸４２Ａに、左側の下部排出プーリ２７Ａの代わりに、軸方向の外側だけでなく内側
にもコシ付け部７１Ａを有する下部排出プーリ７２Ａを設けるとともに、右側の下部固定
軸４２Ｂに、右側の下部排出プーリ２７Ｂの代わりに、軸方向の外側だけでなく内側にも
コシ付け部７１Ｂを有する下部排出プーリ７２Ｂを設け、４個のコシ付け部４５Ａ、４５
Ｂ、７１Ａ、７１Ｂによって、紙幣束Ｗの左右両端部と中央付近の２箇所の計４箇所にコ
シを付けるようにしてもよい。
【０１４０】
　尚、この場合、左側の下部排出プーリ７２Ａは、例えば、ベルト用溝４７Ａの左右方向
の中心を境として左右対称の構成とすればよい。また、右側の下部排出プーリ７２Ｂにつ
いても同様に、ベルト用溝４７Ｂの左右方向の中心を境として左右対称の構成とすればよ
い。
【０１４１】
［３－２．他の実施の形態２］
　また、上述した第１の実施の形態では、紙幣出金機１が、左右２本の上部ベルト２１Ａ
、２１Ｂと、左右２本の下部ベルト２５Ａ、２５Ｂとの間で紙幣束を挟持して搬送し、第
２の実施の形態では、左右及び中央の３本の上部ベルト２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃと、左右
及び中央の３本の下部ベルト２５Ａ、２５Ｂ、２５Ｃとの間で紙幣束を挟持して搬送する
ようにした。これに限らず、例えば、紙幣出金機１が、１本の上部ベルトと、１本の下部
ベルトの間で紙幣束を挟持して搬送するようにしてもよい。
【０１４２】
　この場合、図は省略するが、１本の下部固定軸と、下部固定軸に支持される１個の下部
排出プーリと、下部固定軸の上側に配置され上下方向に可動する上部可動軸と、上部可動
軸に支持される１個の上部排出プーリと、下部排出プーリに巻き回された１本の下部ベル
トと、上部排出プーリに巻き回された１本の上部ベルトとでコシ付け機構を構成して、下
部排出プーリの左右両端部（軸方向一端側と他端側）にコシ付け部を設けるようにすれば
よい。
【０１４３】
［３－３．他の実施の形態３］
　さらに、上述した第１の実施の形態では、コシ付け機構４０に、２本の下部固定軸４２
Ａ、４２Ｂを設けるようにした。これに限らず、２本の下部固定軸４２Ａ、４２Ｂの代わ
りに、１本の下部固定軸を設けるようにしてもよい。図８に示した他の実施の形態のコシ
付け機構７０の場合も同様である。
【０１４４】
［３－４．他の実施の形態４］
　さらに、上述した第１の実施の形態では、上部可動軸４１を下部固定軸４２Ａ、４２Ｂ
側に押し付ける機構として、トーションバネ５２によって上部可動軸４１を下部固定軸４
２Ａ、４２Ｂ側に押し付ける上部可動ガイド４３を用いたが、これに限らず、上部可動軸
４１を下部固定軸４２Ａ、４２Ｂ側に押し付けることのできる機構であれば、上部可動ガ
イド４３とは異なる機構を用いるようにしてもよい。第２の実施の形態についても同様で
ある。
【０１４５】
［３－５．他の実施の形態５］
　さらに、上述した各実施の形態では、集積部としての集積部１６と、媒体搬送部として
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の押出部２８、上部駆動ローラ２２、下部駆動ローラ２６、上部ベルト２１及び下部ベル
ト２５と、コシ付け機構としてのコシ付け機構４０、６０、７０とを有する媒体引渡装置
としての紙幣出金機１に本発明を適用したが、これに限らず、紙葉類でなる媒体の束にコ
シを付ける機能を有するものであれば、紙幣出金機１以外の媒体引渡装置に適用してもよ
い。
【０１４６】
　さらに、上述した第１の実施の形態では、下部固定軸としての下部固定軸４２Ａ、４２
Ｂと、第１の下部プーリ及び第２の下部プーリとしての下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂと
、第１の下部ベルト及び第２の下部ベルトとしての下部ベルト２５Ａ、２５Ｂと、上部可
動軸としての上部可動軸４１と、第１の上部プーリ及び第２の上部プーリとしての上部排
出プーリ２３Ａ、２３Ｂと、第１の上部ベルト及び第２の上部ベルトとしての上部ベルト
２１Ａ、２１Ｂと、上部可動ガイドとしての上部可動ガイド４３とを有する媒体搬送機構
としてのコシ付け機構４０に本発明を適用したが、これに限らず、紙葉類でなる媒体の束
にコシを付ける機構であれば、コシ付け機構４０以外の媒体搬送機構に適用してもよい。
【０１４７】
　さらに、上述した第２の実施の形態では、下部固定軸としての下部固定軸６１と、第１
の下部プーリ及び第２の下部プーリとしての下部排出プーリ２７Ａ、２７Ｂと、第１のコ
シ付け部及び第２のコシ付け部としてのコシ付け部６３Ａ、６３Ｂを有する第３の下部プ
ーリとしての下部排出プーリ２７Ｃと、第１の下部ベルト及び第２の下部ベルトとしての
下部ベルト２５Ａ、２５Ｂと、第３の下部ベルトとしての下部ベルト２５Ｃと、上部可動
軸としての上部可動軸４１と、第１の上部プーリ及び第２の上部プーリとしての上部排出
プーリ２３Ａ、２３Ｂと、第３の上部プーリとしての上部排出プーリ２３Ｃと、第１の上
部ベルト及び第２の上部ベルトとしての上部ベルト２１Ａ、２１Ｂと、第３の上部ベルト
としての上部ベルト２１Ｃと、上部可動ガイドとしての上部可動ガイド６６とを有する媒
体搬送機構としてのコシ付け機構６０に本発明を適用したが、これに限らず、紙葉類でな
る媒体の束にコシを付ける機構であれば、コシ付け機構６０以外の媒体搬送機構に適用し
てもよい。
【０１４８】
　また、上述した第１の実施の形態では、コシ付け機構４０の各部の配置、形状、寸法を
規定したが、扱う紙幣束の大きさ、扱う紙幣束の最小枚数と最大枚数、出金口２９の大き
さなどが第１の実施の形態と異なる場合には、各部の配置、形状、寸法の規定を変えても
よい。さらに、上述した第１の実施の形態では、出金口２９の寸法についても規定したが
、出金口２９の寸法については、扱う紙幣の寸法及び紙幣束の最大枚数（すなわち最大出
金枚数）に応じて適宜変更してもよい。第２の実施の形態についても同様である。
【０１４９】
［３－５．他の実施の形態６］
　さらに本発明は、上述した各実施の形態に限定されるものではない。すなわち本発明は
、上述した各実施の形態の一部又は全部を任意に組み合わせた実施の形態や、一部を抽出
した実施の形態にもその適用範囲が及ぶものである。
【産業上の利用可能性】
【０１５０】
　本発明は、媒体束にコシを付けるコシ付け機能を有する種々の装置で利用できる。
【符号の説明】
【０１５１】
　１……紙幣出金機、１６……集積部、２１……上部ベルト、２２……上部駆動ローラ、
２３……上部排出プーリ、２５……下部ベルト、２６……下部駆動ローラ、２７、７２…
…下部排出プーリ、２８……押出部、２９……出金口、４０、６０、７０、１００……コ
シ付け機構、４１……上部可動軸、４２、６１……下部固定軸、４３、６６……上部可動
ガイド、４４、６２……ベルト巻き付け部、４５、６３、７１……コシ付け部、５２……
トーションバネ、Ｗ……紙幣束。
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